
ア ド バ イ ス

※一般個人ごみとは、家庭から個人が出すごみ

※一般事業系ごみとは、事業所から排出されたごみ

※事業活動に伴って排出されたごみは、産業廃棄物と
なりますので専門業者で適正に処分してください

け 271 蛍光管（ｻｰｸﾗｲﾝ含む） ● ●

272 蛍光灯器具 ● ●

● ● 指定袋に入るよう細かく砕いてください

● ● 割れない場合は燃えない大型ごみ（大きなもの）

274 珪藻土製品 (アスベスト含有製品) × アスベスト含有製品は持ち込めません

275 携帯電話 ● ● 電池は必ず取り外してください。できるだけ販売店へ

276 毛糸 ● ● 細かく切ってください（１m程度）

● ● 家庭用

● ● 一人でさげられる程度のもの

●

278 ゲートボール用ボール ● ●

279 ゲートボール用スティック ● ●

● ● 指定袋に入るもの。電池類は必ず取り外してください

● ●

281 ゲームソフト ● ●

282 消しゴム ● ●

283 化粧品容器 ● ●

● ● 木製

● ● 金属、プラスチック製

● ● 水銀入りは直接持ち込みまたは役場で引取

× 業務用は、持ち込めません

286 ケチャップ容器 ● ●

287 弦楽器 ● ● 金属部分は取り外してください

● ● 布製

● ● 鉄製

289 健康機器 ● ●

290 剣山 ● ● 安全な形で出してください

● ● 木製

● ●

292 建設廃材（自家処理） ● 個人が自分で解体し延床面積80㎡以内で太さ15cm長さ2m以内のもの

293 建設廃材（業者依頼） ×

● ５０㏄以下のもの。ガソリン・オイルは抜いてください。

× ５０ccを越えるものは、持ち込めません

295 剣道の小手 ● ●

296 剣道の胴 ● ●

297 剣道の面 ● ●

291 けん玉

294 原動機付き自転車

284 下駄箱

285 血圧計（家庭用）

288 玄関マット

273 珪藻土製品
(バスマット・コースター)

277 計量秤

280 ゲーム機器（玩具類）
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